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請
願
１
件
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

な
お
、
今
回
も
委
員
会
審
査
に
お
け

る
請
願
者
の
意
見
陳
述
の
試
行
を
行
い

ま
し
た
。

請
願
第
２
号　
不
採
択

日
米
地
位
協
定
の
抜
本
的
改
定
を
政
府

お
よ
び
国
会
に
求
め
る
意
見
書
提
出
に

関
す
る
請
願

【
請
願
者
】
鶴
ヶ
島
市
富
士
見

平
和
・
民
主
・
革
新
の
日
本
を
め
ざ
す

鶴
ヶ
島
の
会　

代
表　

石い
し

塚づ
か

雄た
け

康や
す

さ
ん

外
７
９
８
人

【
要
旨
】
日
米
地
位
協
定
は
１
９
６
０

年
に
締
結
さ
れ
て
以
来
、
一
度
も
改
定

さ
れ
て
い
な
い
が
、
人
権
や
環
境
問
題

等
の
意
識
が
高
ま
る
中
、
時
代
に
そ
ぐ

わ
な
い
不
平
等
な
協
定
内
容
と
な
っ
て

い
る
。
米
軍
基
地
か
ら
発
生
す
る
事
件

・
事
故
等
か
ら
国
民
の
生
命
・
財
産
と

人
権
を
守
る
た
め
、
政
府
、
国
会
に
対

し
て
、
日
米
地
位
協
定
の
抜
本
的
改
定

を
求
め
る
意
見
書
を
提
出
し
て
い
た
だ

き
た
い
。

日
米
地
位
協
定
が
存
在
す
る
根
拠

と
な
る
日
米
安
全
保
障
条
約
自
体

は
認
め
る
と
い
う
こ
と
で
よ
い
の
か
。

紹
介
議
員　

日
米
安
保
条
約
を
認

め
る
・
認
め
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
、

今
の
地
位
協
定
に
よ
る
米
軍
の
特
権
的

ＱＡ
委
員
会
審
査

請　
　

願

な
内
容
の
見
直
し
を
焦
点
と
し
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
・
ニ
ュ
ー
メ
キ
シ
コ
州

の
キ
ャ
ノ
ン
空
軍
基
地
周
辺
で
は
、

Ｃ
Ｖ
―
22
オ
ス
プ
レ
イ
の
訓
練
が
中
止

さ
れ
て
い
る
と
い
う
が
、
展
示
飛
行
や

訓
練
は
行
わ
れ
て
い
る
。
誤
っ
た
認
識

で
は
な
い
か
。

紹
介
議
員　

日
本
上
空
で
低
空
飛

行
を
し
て
い
る
の
は
事
実
で
あ
り
、

全
部
が
違
う
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。

ＱＡ

条

例

等

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

国
家
公
務
員
及
び
埼
玉
県
職
員
の
給

与
改
定
に
合
わ
せ
、
一
般
職
の
職
員
の

給
料
月
額
、
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当

の
支
給
割
合
を
改
定
す
る
も
の
で
す
。

鶴
ヶ
島
市
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
等
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

に
つ
い
て

　

議
会
議
員
の
期
末
手
当
に
つ
い
て
、

職
員
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
と
の

均
衡
を
図
る
た
め
、
支
給
割
合
を
改
定

す
る
も
の
で
す
。

近
隣
市
の
改
正
状
況
は
。

人
事
課
長　

西
部
11
市
の
本
市
を

除
く
10
市
中
、
８
市
が
本
市
と
同

議案第67号議案第68号ＱＡ

じ
４
・
４
月
分
か
ら
４
・
45
月
分
へ
の

改
定
で
あ
り
、
１
市
は
年
間
の
支
給
月

数
は
異
な
る
も
の
の
、
０
・
05
月
分
の

増
額
で
、
あ
と
の
１
市
は
据
え
置
き
と

聞
い
て
い
る
。

市
長
及
び
副
市
長
の
給
与
等
に
関
す
る

条
例
及
び
教
育
委
員
会
教
育
長
の
給
与

等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
に
つ
い
て

　

市
長
、
副
市
長
及
び
教
育
委
員
会
教

育
長
の
期
末
手
当
に
つ
い
て
、
職
員
の

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
と
の
均
衡
を

図
る
た
め
、
支
給
割
合
を
改
定
す
る
も

の
で
す
。

鶴
ヶ
島
市
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
に
つ
い
て

　

建
築
基
準
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、

建
築
物
の
敷
地
と
道
路
と
の
関
係
に
関

す
る
制
限
の
適
用
除
外
に
係
る
認
定
の

申
請
に
対
す
る
審
査
手
数
料
の
追
加
等

を
す
る
も
の
で
す
。

公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ

い
て

　

鶴
ヶ
島
市
立
障
害
者
生
活
介
護
施
設

「
き
い
ち
ご
」
の
指
定
管
理
者
の
指
定

を
す
る
も
の
で
す
。

社
会
福
祉
法
人
鶴
ヶ
島
市
社
会
福

祉
協
議
会
が
市
の
庁
舎
内
に
あ
る

こ
と
の
問
題
と
賃
料
は
。

健
康
福
祉
部
長　

社
会
福
祉
協
議

会
と
市
が
連
携
し
て
地
域
福
祉
や

社
会
福
祉
を
増
進
さ
せ
る
目
的
も
あ
り
、

市
庁
舎
に
入
っ
た
。
し
か
し
、
手
狭
に

な
っ
て
き
て
お
り
、
今
後
検
討
し
て
い

議案第69号議案第70号議案第74号ＱＡ

く
必
要
が
あ
る
。
な
お
、
賃
料
は
免
除

と
し
て
い
る
。

市
道
の
路
線
の
認
定
に
つ
い
て

　

道
路
法
第
８
条
第
２
項
の
規
定
に
よ

る
も
の
で
す
。

市
道
の
路
線
の
廃
止
に
つ
い
て

　

道
路
法
第
10
条
第
３
項
の
規
定
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
８
条
第
２
項
の

規
定
に
よ
る
も
の
で
す
。

市立障害者生活介護施設「きいちご」

議案第75号議案第76号
　

平
成
30
年
度
の
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
３
号
）、
国
民
健
康
保
険
特
別
会

計
補
正
予
算
（
第
２
号
）
及
び
介
護
保

険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）
が

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

グ
ル
ー
プ
ウ
ェ
ア
で
の
職
員
間
の

情
報
共
有
内
容
と
費
用
対
効
果
は
。

情
報
推
進
課
長　

メ
ー
ル
の
送
受

信
や
会
議
室
な
ど
の
予
約
、
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
管
理
や
情
報
共
有
と
し
て
の

掲
示
板
機
能
な
ど
で
あ
る
。
試
算
で
は
、

１
ユ
ー
ザ
ー
当
た
り
月
額
約
５
５
５
円

と
な
り
、
利
便
性
と
使
用
頻
度
か
ら
も

費
用
対
効
果
は
確
保
で
き
て
い
る
。

妊
娠
・
出
産
・
育
児
支
援
事
業

未
熟
児
の
出
産
に
対
応
す
る
病
院

は
。

保
健
セ
ン
タ
ー
所
長　

高
度
な
専

門
的
医
療
を
24
時
間
体
制
で
提
供

す
る
全
国
の
指
定
養
育
医
療
機
関
で
の

治
療
と
な
る
。

未
熟
児
養
育
と
鶴
ヶ
島
版
ネ
ウ
ボ

ラ
と
の
関
連
は
。

保
健
セ
ン
タ
ー
所
長　

ネ
ウ
ボ
ラ

と
い
う
仕
組
み
を
使
い
な
が
ら
妊

婦
個
々
の
状
況
を
把
握
し
て
お
り
、
早

産
な
ど
の
予
防
と
対
応
に
つ
い
て
は
、

充
実
し
て
き
て
い
る
。

ＱＡＱＡＱＡ

一
般
会
計（
第
３
号
）

行
政
シ
ス
テ
ム
管
理
事
業

小
学
校
運
営
事
業 

中
学
校
運
営
事
業

冷
風
送
風
機
、
熱
中
症
指
数
計
及

び
教
室
用
カ
ー
テ
ン
は
、
市
内
全

て
の
小
・
中
学
校
に
設
置
さ
れ
る
の
か
。

Ｑ


